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1.  募集の目的 

昨年、小松市は駅周辺を「学びのエリア」と位置づけ、産学官民が共創して将来を担

う「人材の育成」を目標に、本年度「公立小松大学」を設立しました。小規模な大学な

がら、地元フィールドに希望を持った多くの学生が集まり、未来を拓くひとづくりのス

タートを切ることが出来ました。 

（公財）小松市まちづくり市民財団（以下、「財団」という。）は、小松市の取り組み

と共創して、学生の力とそのエネルギーをお借りした都市の賑わいや活力を生もうとし

ています。しかし、学生達が日々のキャンパスライフを満喫するための交流施設や居住

施設は現在不足しているといわざるを得ず、安心できる学生交流の場及び居住空間の整

備は喫緊の課題となりつつあります。 

 財団は、まちづくり推進のために、クラウドファンディングによる「志あるお金」の

調達を行う「市民財団まちづくりファンド」（以下、「ファンド」という。）を立ち上げて、

豊かな学生生活を応援するための新しい施設を創出するプロジェクトを実施します。 

 

2.  用語の定義 

1 クラウドファンディング（以下、「ＣＦ」という。） 

群衆（crowd ）と資金調達（funding ）を組み合わせた造語。インターネットを通じ

て幅広く資金を集める手法にて行う。 

 

2 オールイン方式 

ＣＦによる資金調達方式のうち、調達金額に関わらずＣＦが成立する方式 

 

3 事業必要額 

事業実施において、資金調達が必要な金額の合計 

 

4 CＦ目標額 

ＣＦによる資金調達の際に設定する目標金額 
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３．募集の概要 

1. 募集事業 

 

2. 補助事業 

 

 

 

 

 

 

3.  補助対象経費 

 

 

 

 

 

4.  補助要件 

 

 

5. 補助金額 

 

6. 対象地域 

 

 

 

 

7. 対 象 者 

 

 

 

 

8.  対象建物 

 

事業必要額（総事業費と同等）の 1/2 以上を CF で調達すること。 

 

本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

対象物件を保存活用しながら、事業必要額の２分の１以上をクラ

ウドファンディング目標額（以下「CF 目標額」という。）として、

CF による資金調達を行って実施する事業で、地域の活性化及びま

ちなみ景観の形成に資する事業とする。交付金は、補助要件及び

補助金額に準ずる。 

 

補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、次に掲

げるものとする。 

（１）対象物件の整備及び改修を行うための建築工事費及び設備

工事費等 

（２）CFに係る手数料又は委託料等 

 

事業必要額を CF 目標額とし、調達額が事業必要額未満、かつ事業

必要額の 2 分の 1 以上であること 

 

補助金の額は、事業必要額と CF による調達額との差額とする 

 

伝統的な景観を守る「伝統的景観重点地区」及びこれに面した主

要地方道金沢美川小松線に接するまでの地区（主要地方道金沢美

川小松線周辺地区） 

（別紙１参照） 

 

以下の要件を満たすもの 

事業対象区域内に建造物等を所有する個人又は団体（活動拠点

が小松市内に存し、当該建造物等の改修及び改修後の利用につい

て承諾を得た個人又は団体を含む） 

 

小松市内の空き家・空き店舗等、地域の活性化及びまちなみ景観

の形成に資する建造物をいう。 
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9. クラウドファン

ディング 

 

10. その他 

 

（ア）ＣＦの種別は、「購入型・寄付型」が対象となります。 

（イ）ＣＦによる資金調達方式は、オールイン方式とします。 

 

（ア）事業の内容が政治及び宗教を目的とするものは対象外とし

ます。 

（イ）補助対象工事について、他の補助制度により同様の内容の

補助を受けている建物は対象外となります。 

（ウ）事業申請者は、石川県暴力団排除条例(平成 23 年石川県条

例第 20 号)第 2 条第 1 号に規定する暴力団でないこと、又は同条

第３号に規定する暴力団員若しくは、同条第 4 号に規定する暴力

団員等が所属していない組織であること。 

（エ）その他、次章以降の事項のすべてを満たすことが必要です。 
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4.申請方法 

① 事前相談 

 

 

 

② 相談窓口・提出先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 提出期間 

 

④ 提出書類 

 

 

 

 

 

⑥提出部数 

 

⑦応募辞退 

申請書類等の提出にあたっては、必ず事前に下記相談窓口ま

でご相談ください。また、相談にお越しになる際には、事前

に下記相談窓口までご連絡ください。 

 

〇公益財団法人 小松市まちづくり市民財団 

 まちづくり交流センター 

〒923 -0806 石川県小松市小寺町乙 80 -1 番地 

 TEL (0761 ）25－1010  

（受付時間：正午から午後 1 時を除きます） 

 平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

 

〇小松市まちデザイン課（小松市役所庁舎 2 階内事務局） 

〒923 -8650  石川県小松市小馬出町 91 番地 

TEL （0761 ）24 -8100  

（受付時間：正午から午後 1 時を除きます） 

 平日の午前 8 時 40 分から午後 5 時 25  分まで 

 

平成 31 年２月下旬～平成 31  年３ 月１８日（PM5:00 ） 

 

（１）事業認定申請書（様式第 1 号） 

（２）事業計画書（様式第２号） 

（３）補助対象経費となる工事等の見積書 

（４）事業の内容を示す書類及び図面等 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 

2 部（正本 1 部、副本 1 部） 

 

応募書類提出後の辞退は、書面にて提出してください。 
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5．審査 

市民財団まちづくりファンドが設置する、選定委員会の審査において、次頁の視点に

沿って提出書類及びヒアリングを基に事業者を選定します。 

なお、選定委員会による審査において、ヒアリングが必要と判断される場合は、事業

申請者は出席してください。また、必要に応じて現地調査を行う場合があります。 

 

(評価の視点)  

必要性 ・まちづくりの推進に貢献するか。 

・住民（地域）のニーズに沿った事業であるか。 

・十分な事業実施の見込みがあるか。 

公益性 ・市民の利益につながるか。 

・地域の活性化や魅力づくりに寄与する事業であるか。 

 

発展性 ・他の市民、団体や地域への波及効果が期待できるか。 

・他の市民、団体との連携を図るきっかけづくりとなるか。 

 

地域性 ・地域の特性や歴史的資産を生かすための観点や工夫が見ら 

れるか。 

・地域の実情に相応しい事業であるか。 

・景観に配慮した建物価値を生かした事業であるか。 

先導性 ・チャレンジ性や独創性が見られるか。 

・モデルケースとなり得る事業であるか。 

 

継続性 ・継続的な事業実施が可能であるか。 

・事業継続に資する資本金産を有するか。 

 

 

６．決定 

選定委員会にて選定された業者は、理事会で審議のうえ決定します。  
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７．決定後の流れ 

補助対象事業の決定後、ＣＦによる資金調達を行いＣＦ結果が補助要件を満たす場合

は「クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援事業補助金交付要綱」（以

下「要綱」という。）に基づき補助を実施します。 

 

① 資金調達（ＣＦ） 

理事会で決定された事業者は、補助対象事業決定通知日から３ヵ月以内に、ＣＦ仲

介事業者等により、資金調達をしてください。 

 

② クラウドファンディング結果報告書の提出 

ＣＦによる資金調達終了後、ＣＦの結果を確認できる書類等を添付して提出して

ください。 

＜提出期限＞ 

・資金調達終了後速やかに提出してください。 

＜添付書類＞ 

・クラウドファンディング結果報告書（様式第 4 号） 

・その他協議会が必要と認める資料 

 

～以下、ＣＦ結果が補助要件を満たした場合～ 

 

③ 補助金交付申請書の提出 

クラウドファンディング結果確認通知を受けたら、選定委員会の結果を踏まえた

内容で、補助金交付申請書をご提出ください。内容を審査し、交付決定を行います。 

＜提出期限＞ 

・行政上の手続き（または工事）に着手する前まで 

 

④ 工事の契約・補助対象工事着手届の提出 

補助金交付決定通知を受けたら、工事の契約を行うことができます。また、工事

に着手した際には、着手届をご提出ください。 

＜提出期限＞ 

・補助金交付決定通知日から３０日以内 

＜添付書類＞ 

・協議会が必要と認める資料 
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⑤ 完了報告書の提出 

対象となる工事の完了に際しては、補助対象工事完了報告書をご提出ください。

工事の完了検査を行い、補助金額を確定します。 

また、やむを得ない場合を除き、完了報告書の提出までに、ＣＦで設定したリタ

ーンの実行を完了してください。 

＜提出期限＞ 

・工事が完了した日から３０日以内 

＜添付書類＞ 

・工事完成写真 

・補助対象工事に関する支払明細書（請求書及び領収書） 

・ＣＦにより調達した資金の入金を確認できる書類 

・ＣＦのリターンの実行が完了したことを示す書類 

・その他協議会が必要と認める資料 

 

⑥ 補助金請求書の提出 

補助金額確定通知を受けたら、補助金請求書をご提出ください。指定口座に入金

させていただきます。 

 

８．留意事項 

①提出書類の差し替えまたは再提出は認めません。 

②申請に要した費用は、すべて申請者の負担とします。 

③補助対象事業実施申請の内容の変更については、補助対象工事中に生じたやむを得

ない事由による変更で、協議会が認めた場合を除き、原則認めません。 

④本補助に応募のあった事業の内容及び結果等については、こまつまちづくりファン

ド事務局において、ホームページやパンフレット等で公表できるものとします。 

⑤補助の対象となる歴史的建造物、補助対象事業の状況及び地域のまちづくりへの効

果等について、資料の提出又は報告を求めることがあります。 

⑥本補助事業は基金の範囲内で実施するため、募集の期間内であっても、募集を打ち

切る場合があります。
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事業対象区域 伝統的景観重点地区（30ha ）及び主要地方道金沢美川小松線周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要地方道金沢美川小松線周辺地区 

伝統的景観重点地区（30ha ） 

判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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〇まちづくり事業者 手続きフロー 

 

ファンド           まちづくり事業者（申請者） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり事業者 募集案内 

（様式１）補助事業認定申請書 

（様式２）事業計画書 

 

 

 

応募用紙の受理 

審査委員会による審査 

（選定委員会） 

（様式 3）事業認定結果通知書 

 

クラウドファンディング開始

委託 

クラウドファンディング実施者 募集案内 

（様式４）CF 結果報告書 

（様式 6）補助金交付申請書 

 

 

応募用紙の受理 

（様式 7）補助金交付決定通知書 事業開始 

 


